










法務省関係構造改革特別区域法第２条第３項に規定する省令の① 法 令 名 ：
特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

平成１５年８月２９日公布，同年１０月１日施行② 立 案 制 定 ・改 廃 の 時 期 ：

③ 具 体 的 内 容
「留学」の在留資格に関する入管法第７条第１項第２号の基準を定める法

務省令は 「専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける」ものでないこ，
とを上陸許可基準として規定しているが，特区内で，夜間において授業を行
う大学院の研究科で教育を受ける留学生について，当該大学による徹底した
在籍管理がなされる場合には，上記上陸許可基準を適用しないこととし，平
成１５年８月２９日，法務省関係構造改革特別区域法第２条第３項に規定す
る省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令（以
下「特区省令」という ）を制定し，夜間大学院においても外国人留学生の。」
受入れを可能とした。
特区省令は平成１５年１０月１日から施行されることとなっており，前記

特例措置を実施することを内容とする構造改革特別区域計画の認定申請は，
同日から開始される予定である。

(2) 予算措置を講じたもの
平成１６年度概算要求において，学術・文化面にかかわる外国人の円滑かつ

適正な入国・在留の実現を図るための経費を含む出入国審査経費及び在留資格
審査経費を要求している。
なお，次の事業等は 「専門的，技術的分野の外国人労働者の適正な入国・，

在留の実現 「研修生，技能実習生の適正な入国・在留の実現」と同様のも」，
のである。

出入国審査経費及び在留資格審査経費① 事 業 等 名 ：

３，５８３，７４６千円② 概 算 要 求 額 （千 円 ）：

③ 具 体 的 内 容
学術・文化面にかかわる外国人を含む外国人の円滑かつ適正な入国・在留

の審査を行うための経費を要求をしている。

(3) その他

平成１５年６月３０日①取組を行った時期：

② 具 体 的 内 容
留学生・就学生の来日外国人犯罪者不法就労者に占める割合が相当数に上

っているところ，不法就労問題及び外国人犯罪の現状等を改めて認識させ，
もって，適正な学校運営の一助として，次代の我が国と諸外国との大きな架
け橋になると期待される外国人留学生・就学生の適正な人材育成に役立てて
もらうことを目的として，平成１５年６月３０日，東京都内に所在する外国
人留学生等が在籍する教育機関の関係者を集め，警視庁との共催により，講
習会を開催した。

機構・定員要求

具 体 的 内 容
出入国審査業務の充実・強化を図るため，５８人の増員を要求している。

２．今 後 の 予 定

(1) 法 令 の 立 案 制 定 ・改廃の措置を講じる予定のもの（具 体 的 内 容 ・取 組 予 定 時 期 ）
ア 学術・文化面にかかわる外国人を含め，外国人の適正な入国・在留の実
現を図る等の観点から，不正手段等により上陸許可等を受けた外国人及び
許可された在留資格に係る活動を継続して３月以上行わないで在留してい
る外国人の在留資格の取消し制度を整備すること等を規定した入管法の一

， ，部を改正する法律案を第１５６回国会に提出し 平成１５年９月１日現在
継続審議の扱いとなっている。

イ 現行のインターンシップは，出入国管理及び難民認定法第７条第１項第
２号の規定に基づき同法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動を定める件
（以下「特定告示」という ）第９号において，夏季休暇期間等を利用し。







平成１５年６月①取組を行った時期：

② 具 体 的 内 容
平成１４年度と同様に，平成１５年６月１日から同月３０日までの１か月

間を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め，関係省庁，地方自治
体，関係団体に対して，外国人の不法就労防止に向けた協力等を依頼し，ま
た，街頭での広報活動等の啓発活動を行った。
また，平成１４年以降，６月は内閣官房副長官補室において「外国人労働

者問題啓発月間」に設定されており，平成１５年６月，警察庁，厚生労働省
及び法務省の担当課長で構成する「不法就労外国人対策協議会」は，経済４
団体に対し，傘下の事業主に対する適正な外国人の雇用に関する指導と啓発
を行うよう要請した。

平成１５年度①取組を行った時期：

② 具 体 的 内 容
平成１５年４月，東京において日中領事当局間協議が開催され，中国政府

に対して，不法入国・密入国対策の強化について一層の協力を要請した。
また，在京中国大使館職員との数次にわたる協議を行った結果，４月１７

日，７月３１日にそれぞれ７３名，９０名の中国人不法入国者を中国政府が
チャーターした航空機で中国へ送還した。

機構・定員要求

具 体 的 内 容
， 。退去強制手続業務の充実・強化を図るため ９８人の増員を要求している

機構・定員要求

具 体 的 内 容
効果的かつ的確な不法滞在者対策を実施するため，東京入国管理局新宿出

張所に不法滞在者摘発の企画を担当する統括入国警備官及び新宿地区等にお
ける摘発を担当する統括入国警備官を設置することを要求している。

２．今 後 の 予 定

(1) 法 令 の 立 案 制 定 ・改廃の措置を講じる予定のもの（具 体 的 内 容 ・取 組 予 定 時 期 ）
不適切に在留する外国人を排除する観点から，不正手段等により上陸許可

等を受けた外国人及び許可された在留資格に係る活動を継続して３月以上行
わないで在留している外国人の在留資格の取消し制度を整備すること等を規
定した入管法の一部を改正する法律案を第１５６回国会に提出し，平成１５
年９月１日現在，継続審議の扱いとなっている。

(2) その他（具 体 的 内 容 ・取 組 予 定 時 期 ）
ア 不法残留者数は依然として高水準にあり，これら不法に滞在する外国人
による犯罪が多発傾向にあることから，平成１４年度に引き続き，入管法
違反外国人の集中摘発を実施する予定である。

イ 入管，警察，海上保安庁，税関等関係省庁及びその他地方機関が情報交
換を行い，協力体制を一層緊密にして入管法違反事犯へ適切に対処するた
め，平成１５年度においても，平成１４年に引き続き 「入管法違反事犯，
の防止及び摘発対策協議会」を開催する予定である。

ウ 引き続き入国審査時における偽変造文書の発見に努めるべく体制を強化
し， 不法に入国を企図する者を水際で排除していく。

なお，平成１５年度予算において，空・海港の入国審査官が審査ブース
で旅券等の文書を検査できる小型の鑑識機器を全国の出入国港に配備され
ることが決定しており，平成１５年中に配備が完了する予定である。

エ 摘発体制を強化し，より多くの不法滞在者を摘発するためには，適正・
円滑な収容・送還業務が実施できる体制を整備することが必要であるとこ
ろ，平成１４年度は東京入国管理局新庁舎の完成により同局の収容定員を
４５０人から８００人に拡大し，平成１５年度は東日本入国管理センター
の収容定員を４４９人から７００人に拡大することになっており，平成１




